
資料４

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する

法律第４条第２項の金額の算定に関する省令の一部改正について
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○
農
林
水
産
省
令
第

号

農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
四
条

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
二
項
の

金
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成

年

月

日

農
林
水
産
大
臣

赤
松

広
隆

農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
二
項
の
金
額
の
算
定
に
関
す

る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
二
項
の
金
額
の
算
定
に
関
す
る
省

令
（
平
成
十
八
年
農
林
水
産
省
令
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
対
象
農
業
者
を
い
う
」
の
下
に
「
。
以
下
同
じ
」
を
加
え
る
。

附
則
第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
交
付
金
の
金
額
の
算
定
の
特
例
）

資料４-１
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第
二
条

米
戸
別
所
得
補
償
モ
デ
ル
事
業
交
付
金
（
平
成
二
十
二
年
度
の
予
算
に
係
る
戸
別
所
得
補
償
制
度
実
証
事
業
交
付
金

の
う
ち
米
戸
別
所
得
補
償
モ
デ
ル
事
業
交
付
金
（
平
成
二
十
二
年
産
の
米
穀
の
販
売
価
格
に
か
か
わ
ら
ず
、
定
額
に
よ
り
支

給
す
る
部
分
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
対
象
農
業
者
に
対
し
て
、
そ
の
生
産
し
た
平
成
二
十
二
年
産
の
対

象
農
産
物
に
係
る
交
付
金
を
交
付
す
る
場
合
（
当
該
対
象
農
産
物
に
米
穀
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該

地
域
に
お
け
る
当
該
米
穀
に
係
る
単
位
面
積
当
た
り
標
準
的
収
入
額
が
当
該
地
域
に
お
け
る
当
該
米
穀
に
係
る
交
付
前
年
度

単
位
面
積
当
た
り
収
入
額
を
上
回
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
〇
・
九

を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
対
象
農
業
者
（
第
三
条
に
規
定
す
る
対
象
農
業
者
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
交
付
を
受
け
た
米
戸
別
所
得
補
償
モ
デ
ル
事
業
交
付
金
（
附
則
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
米
戸
別
所
得
補
償
モ
デ
ル
事
業
交
付
金
を
い
う
。
）
の
額
（
そ
の
額
が
、
当
該
地
域
（
第
二
条
に
規
定
す
る
地
域

を
い
う
。
）
に
お
け
る
米
穀
に
係
る
単
位
面
積
当
た
り
標
準
的
収
入
額
（
第
二
条
に
規
定
す
る
単
位
面
積
当
た
り
標
準
的
収

入
額
を
い
う
。
）
か
ら
交
付
前
年
度
単
位
面
積
当
た
り
収
入
額
（
第
二
条
に
規
定
す
る
交
付
前
年
度
単
位
面
積
当
た
り
収
入

額
を
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額
に
〇
・
九
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当
該
対
象
農
業
者
の
当
該
米
穀
の
交
付
前
年
度
生
産
面
積

（
第
三
条
に
規
定
す
る
交
付
前
年
度
生
産
面
積
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
上
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
乗
じ
て
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得
た
額
）
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
、
「
同
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
条
第
一
項
の
」
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
交
付
前
年
度
単
収
を
標
準
単
収
で
除
し
て
得
た
割
合
が
、
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
対

象
農
産
物
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
下
回
っ
た
と
き
（
当
該
地
域
に
お
け
る
交
付
前
年

度
単
位
面
積
当
た
り
収
入
額
が
当
該
地
域
に
お
け
る
単
位
面
積
当
た
り
標
準
的
収
入
額
を
上
回
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
は
、

第
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
及
び
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
条
中
「
〇
・
九
を
乗
じ
て
得
た
額

」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
共
済
金
相
当
額
（
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
控
除
し
た
額
か
ら
、
更
に
対
象
農
業
者
（
第
三
条
に
規
定
す
る
対
象
農
業
者
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
交
付
を
受
け
た
米
戸
別
所
得
補
償
モ
デ
ル
事
業
交
付
金
（
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

米
戸
別
所
得
補
償
モ
デ
ル
事
業
交
付
金
を
い
う
。
）
の
額
（
そ
の
額
が
、
当
該
地
域
（
第
二
条
に
規
定
す
る
地
域
を
い
う
。

）
に
お
け
る
米
穀
に
係
る
単
位
面
積
当
た
り
標
準
的
収
入
額
（
第
二
条
に
規
定
す
る
単
位
面
積
当
た
り
標
準
的
収
入
額
を
い

う
。
）
か
ら
交
付
前
年
度
単
位
面
積
当
た
り
収
入
額
（
第
二
条
に
規
定
す
る
交
付
前
年
度
単
位
面
積
当
た
り
収
入
額
を
い
う

。
）
を
控
除
し
た
額
に
〇
・
九
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当
該
対
象
農
業
者
の
当
該
米
穀
の
交
付
前
年
度
生
産
面
積
（
第
三
条

に
規
定
す
る
交
付
前
年
度
生
産
面
積
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
当
該
米
穀
に
係
る
共
済
金
相
当
額
を
控
除
し
て
得
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た
額
を
上
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
控
除
し
て
得
た
額
）
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
、
「
同
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

四
条
第
一
項
の
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



収入減少影響緩和交付金の
算定省令の改正説明資料

資料４－２



米戸別所得補償モデル事業の交付金と収入減少影響緩和対策の交付金との調整

６ その他の関連事項

（３）米戸別所得補償モデル事業の交付金と水田経営所得安定対策における収入減少影響緩和対策の交付金と

の調整

平成 22年産米については、米戸別所得補償モデル事業と収入減少影響緩和対策が同

時 に 実 施 さ れ る が 、 米 戸 別 所 得 補 償 モ デ ル 事 業 に お い て 変 動 部 分 の 補 て ん が 行 わ れ 、

収 入 減 少 影 響 緩 和 対 策 で も 米 に つ い て 補 て ん が 行 わ れ る 場 合 に は 、 両 制 度 の 補 て ん の

内容が重複しないよう調整する必要がある。

こ の た め 、 収 入 減 少 影 響 緩 和 対 策 に お け る 米 の 補 て ん 額 を 計 算 す る 際 に 、 米 戸 別 所

得補償モデル事業における変動部分の交付金額を控除することとする。

戸別所得補償モデル対策の骨子（抜粋）

-１-



22年産米における水田・畑作経営所得安定対策（ナラシ対策）の補てん額の考え方

22年産米について、米のモデル事業において変動部分の補てんが行われ、水田・畑作経営所得安定対策
（ナラシ対策）でも米について補てんが行われる場合には、両制度の補てん内容が重複しないよう、ナラシ対策
における米の補てん額を計算する際に、米のモデル事業における変動部分の交付金額を控除する。

22年産米の補てん額＝(米の標準的収入額－米の当年産収入額)×0.9－米のモデル交付金額(変動部分)

標
準
的
な
生
産
に
要
す
る
費
用

米
の
当
年
産
収
入
額

当
年
産
の
販
売
価
格

モ
デ
ル

交
付
金
額

（
定
額
部
分
）

モ
デ
ル

交
付
金
額

（
定
額
部
分
）

米のモデル事業 ナラシ対策

モ
デ
ル

交
付
金
額

（
変
動
部
分
）標

準
的
な
販
売
価
格

米
の
標
準
的
収
入
額

収入減少額の9割

重複部分

（全国一律）

（都道府県等別）

変動部
分での
控除額

麦の差額
（９割）

大豆の差額
（９割）

変動部分控除
後の米ナラシ
補てん額

品
目
ご
と
の
収
入
差
額
を
合
算
・相
殺
し
て
補
て
ん

・
・・

＋

＋

-２-



平22年産における収入減少影響緩和対策(ナラシ対策）及び米戸別所得補償モデル事業（変動部分）の加入・支払いに係るスケジュール

８月 ９月 10月 11月 12月 23年/１月 ２月 ３月22年/４月 ５月 ６月 ７月 ４月 ５月 ６月 ７月

平
成
二
十
二
年
産
単
位
面
積
当
た
り

標
準
的
収
入
額
の
告
示
（五
月
上
旬
）

平
成
二
十
二
年
産
単
位
面
積
当
た
り

収
入
額
の
告
示
（五
月
上
旬
）

平
成
二
十
二
年
産
補
て
ん
額
の
通
知
・

支
払
い
（五
月
中
旬
～
六
月
）

平
成
二
十
二
年
産
交
付
金
の

交
付
申
請
（四
月
）収入額算定期間

農
業
者
の
積
立
金
の
積
立

（七
月
末
締
切
）

加入申請

生育 収穫 販売
（２２年産）

米の場合

８月

○ ナラシ対策については、５月上旬に「単位面積当たり標準的収入額」の告示を行い、農業者はこの告示に基づき、
７月末までに積立金を積立て。
○ また、翌年５月上旬に「単位面積当たり当年産収入額」の告示を行い、前年に告示されている「単位面積当たり標
準的収入額」との収入差額等に基づき、農業者に対し、５月中旬から６月に補てん。
○ 米戸別所得補償モデル事業における変動部分の交付金は２月下旬から３月に交付。

加入申請

平
成
二
十
二
年
産
米
戸
別
所
得
補
償
交

付
金
の
額
（変
動
部
分
）の
通
知
・支
払
い

（二
月
下
旬
～
三
月
）

交付金支払い

交付金支払い

収
入
減
少
影
響
緩
和
対
策

米
戸
別
所
得
補
償
モ
デ
ル
事
業
（変
動
部
分
） -３-



【参考】 収入減少影響緩和対策の補てん額の算定（現行制度）

（注１）：「単位面積当たり標準的収入額」は、対象農産物ごとに、過去５ヵ年の販売価格に各年産の単収
を乗じて得た額の最高と最低を除いた３年平均（５中３）により算出された額

（注２）：「当年産単位面積当たり収入額」は、対象農産物ごとに、当年産の販売価格に当年産の単収を乗
じて得た額

補てんの原
資は農業者
１：国３の割
合で負担

収入差額
の９割

収入差額

農業者
【１】

国
【３】

国

の

交

付

金

農

業

者

の

積

立

金

当年産収入額

標準的収入額

都道府県等の当年産
単位面積当たり当年産収入額

×

農業者の当年産生産面積

対象農産物ごとの額を

合算

対象農産物ごとの額を

合算

×

農業者の当年産生産面積

都道府県等の
単位面積当たり標準的収入額

（５中３平均）

○ 収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）は、米、麦、大豆等の当年産収入額が、過去の平均収入である標準
的収入額を下回った場合に、その差額の９割を補てん。

ナラシ対策の補てん額＝（標準的収入額－当年産収入額）×０．９（収入差額の９割）

-４-



○ 意欲ある農家が水田農業を継続できる環境を整えることを目的に、恒常的に生産に要する費用が販売

価格を上回る米に対して、所得補償を国からの直接支払により実施。

事業の仕組み 今回の対策の５つのポイント

② 地域協議会などを経由せず、
国から直接交付金を支払う。

③ 米価変動に対応し、補償対象
の米価水準まで所得を補償する、
いわゆる「岩盤対策」。

④ 要件の確認などは、市町村や
地域協議会などと連携。

① 生産数量目標に即した生産者
に対してのメリット措置。

⑤ 自給率向上事業とセットで措
置することで食料自給率の向上
を実現。

○交付対象者
米の「生産数量目

標」に即した生産を
行った販売農家・集落
営農のうち、水稲共済
加入者又は前年度の
出荷・販売実績のある
もの

○交付対象面積
主食用米の作付面

積から一律10ａ控除し
て算定

当
年
産
の
販
売
価
格

当
年
産
の
販
売
価
格

変動部分
変動部分なし

標
準
的
な
販
売
価
格

（過
去
３
年
の
平
均
）

定額部分
（１．５万円/10a）

標
準
的
な
生
産
に
要
す
る
費
用

（過
去
７
年
中
庸
５
年
の
平
均
）

定額部分 10ａ当たり１万５千円（全国一律）

変動部分
当年産の販売価格が標準的な販売価格（過去３年平均）を下回った場合、その差
額を基に変動部分の交付単価を算定

【参考】 米のモデル事業の概要

-５-
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○

農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
（
抄
）

（
収
入
の
減
少
が
農
業
経
営
に
及
ぼ
す
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
の
交
付
金
の
交

付
）

第
四
条

政
府
は
、
毎
年
度
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
年
度
の
前
年
度
に

お
け
る
対
象
農
産
物
に
係
る
収
入
の
額
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に

よ

り

対

象

農

業

者

ご

と

に

算

出

し

た

額

（

以

下

「

前

年

度

収

入

額

」

と

い

う
。
）
が
、
対
象
農
産
物
に
係
る
標
準
的
な
収
入
の
額
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
対
象
農
業
者
ご
と
に
算
出
し
た
額
（
以
下
「
標
準
的
収
入

額
」
と
い
う
。
）
を
下
回
っ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
よ
る
対
象
農
業
者
の
農
業
経

営
に
及
ぼ
す
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
、
対
象
農
業
者
（
収
入
の
減
少
が
そ
の
経
営

に
及
ぼ
す
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
の
積
立
金
で
あ
っ
て
そ
の
額
そ
の
他
の
事
項
が

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
積
み
立
て
て
い
る
も
の
に
限

る
。
）
に
対
し
、
交
付
金
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
交
付
金
の
金
額
は
、
対
象
農
業
者
ご
と
に
、
標
準
的
収
入
額
と
前
年
度

収
入
額
と
の
差
額
、
当
該
差
額
の
発
生
が
そ
の
農
業
経
営
に
及
ぼ
す
影
響
及
び
収

入
の
減
少
に
備
え
て
行
わ
れ
る
取
組
の
状
況
を
考
慮
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
と
す
る
。

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
農
林
水
産
省
令
を
制
定
し
、
又
は
改
正
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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